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ダイジェスト版 

 

＊ 前期高齢者医療制度への公費投入の実現などを決議  
 
健康保険組合連合会は 11 月 17 日に「健保組合の存亡の危機突破総決起大会」を開催した。 

 決議では冒頭、健保組合は「高齢者医療制度」の創設に伴う納付金・支援金等の負担増により、極め

て深刻な事態に直面し、さらなる解散組合の増加が懸念されているとしている。また、平成 20 年度予

算では、納付金等の負担額が保険料収入の 45％を超え、赤字組合数は 9 割に達すると報告している。

その上で健保連は、健保組合制度の破たんは、医療保険制度の崩壊につながるものであるとして、 
（1）前期高齢者医療制度に対する公費投入の実現（2）制度間の財政調整・一元化構想の断固阻止 
（3）税・財政改革による安定した社会保障財源の確保―を決議した。 

 

＊平成 20 年診療報酬改定後の医業経営動向（日本医師会）
診療所の医療費を病院に振り向ける方法は、既に限界であると日医の見解。 

 日本医師会は 11 月 19 日の定例記者会見で、平成 20 年診療報酬改定後の医業経営動向の分析結果を

公表した。 この分析は、会員数約 9600 名の税理士、公認会計士のネットワークであるTKC全国会が

開発した会計システムを利用して、関与先の財務データを「TKC医業経営指標」として集計したもの。

今回分析した医業経営動向は、平成 20 年 4 月～6 月の 3 ｹ月分の損益データを対象とし、前年同期と比

較している。 保険診療分収益の前年比は、診療所（個人）がマイナス 1.2％、診療所（法人）がマイ

ナス 3.3％と減少し、病院（法人）は 0.1％の微増であったことから、経営利益率はいずれも低下してい

ると分析している。また、診療所の医療費を病院に振り向ける方法は、既に限界であり、十分な財政の

確保が必要である、と言及している。さらに、改定当初想定した以上に、診療所へのマイナス影響が強

く、厚生労働省メディアスデータを合わせ見ると、病院へのプラス影響が大学病院に強く影響している

ことがうかがえる、との見解を示している。 
 

http://www.kenporen.com/index.html
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＊ 保険者変更通知 

【保険者名称変更】 

変更日 Ｈ20 年 11 月 1 日 

変更前 

山武グループ健康保険組合 

変更後の保険者名称 

保 険 者 名 
ａｚｂｉｌグループ健康保険組合 

０６１３３６１５ 

変更日 Ｈ20 年 10 月 1 日 

変更前 

日本コムシス健康保険組合 

変更後の保険者名称 

保 険 者 名 

コムシスホールディングス 

健康保険組合

０６１３４７９５ 

変更日 Ｈ20 年 10 月 1 日 

変更前 変更内容 

中小企業金融公庫健康保険組合 

０６１３４３０８ 
廃止 

七公庫健康保険組合 

０６１３６０６３ 
廃止 

国民生活金融公庫 名称変更 

変更後の保険者名 

保 険 者 名 

保険者番号 

公庫関係健康保険組合 

０６１３２４８４ 

 

【新設保険者】 

設立日 Ｈ20 年 10 月 1 日 

保険者名称 

保 険 者 名 

保険者番号 

新日本有限責任監査法人 

健康保険組合

０６１３９４８９ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第17回柔道整復師試験の施行 

柔道整復師法第10条の規定により、第17回

柔道整復師試験を次のとおり施行する。 

平成20年9月1日厚労省ＨＰ発表 

 

１試験期日 

平成21年３月１日（日曜曰） 

 

２試験地 

北海道､宮城県､東京都､石川県､愛知県､大

阪府､広島県､香川県及び福岡県 

 

３試験科目 

解剖学､生理学､運動学､病理学概論､衛生

学･公衆衛生学､一般臨床医学､外科学概 

論､整形外科学､リハビリテーション医学､

柔道整復理論及び関係法規 

 

 

 年末年始の会館休館日  

平成 20 年 12 月 28 日（日） 

 

 

平成 21 年 1 月 3 日（土） 

支給申請書１２月受付について

１２月１日（月）

受付時間AM９：００～PM５：００

４日（木）

２日（火）

５日（金）

３日（水）

～


